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県事協

2021年度

Ｒ3．4 改定 〔 －２  

参照のこと詳しくは共済のしおり（鹿児島支部ホームページ）を

あんま・マッサージの費用を療養費（家族療養費）で請求する場合に，
療養費（家族療養費）請求書〔整理番号34〕に添付する。

添付書類：医師が交付した「同意書（あん摩マッサージ指圧療養費用）」または 
　　　　　「診断書（あん摩マッサージ指圧療養費用）」 
　　　　　各様式は厚生労働省ＨＰから取得できます。 
・一の同意書（診断書）により療養費が支給可能な期間は６か月 
　（変形徒手矯正術は１か月） 
・支給可能期間終了後に更に施術を受ける場合は再度，医師の診察を受け交付を
受けた同意書の添付が必要。 
【短期給付に係る事務手続きの変更について（通知）平成31年３月13日付け公共
鹿第1037号】

「施術報告書」は医師の再同意を受ける場合に，
施術者が医師に提供する。 


